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※いわゆる「ひきこもり」の社会参画を考えるPT（プロジェクトチーム）

不登校の子供たちに対する支援の在り方
について、さくら国際高等学校学園長の
荒井裕司氏および富山県教育委員会と
意見を交換した。

三家クリニック院長の三家英明氏と九州
大学病院の加藤隆弘氏から、精神医療か
らみたひきこもり者支援について話を聞
いた。

日本精神保健福祉士協会および日本公認
心理師協会から、ひきこもり者支援の課題
について聞き、国家資格を持つ人材の育成・
確保や環境整備の重要性などを確認した。

ひきこもり者支援に取り組む世田谷区の
施設を視察。進学・就職などの社会復帰を
後押しする取り組みや居場所づくりなど
について職員らと意見交換した。

2月24日
不登校者への

支援についてヒアリング

3月3日
精神医療からみた

支援策

3月24日
国家資格を持つ
人材育成

4月5日
支援の現場を
視察

4月
21日

両
親
が
離
婚
し
た
未
成
年
者
は
毎
年
20
万
人
超
。

別
居
親
か
ら
の
養
育
費
未
払
い
問
題
も
大
事
だ
が
、別
居

親
と
の
親
子
交
流（
面
会
交
流
）が
な
さ
れ
ず
、愛
着
障
害

な
ど
の
支
障
を
き
た
す
等
の
問
題
も
重
要
。そ
こ
で「
共
同

養
育
支
援
議
員
連
盟
」に
お
い
て
提
言
を
ま
と
め
た
。

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案（仮称）概要

教育職員等は、児童生徒に性暴力等をしてはならない。

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益
の擁護に資することを目的とする。

目的

●基本理念（施策の推進に当たっての基本的認識、児童生徒等の安心の確保、被害児童生徒等の保護、
　適正かつ厳格な懲戒処分　等）
●国等の責務（国・地方公共団体・任命権者・学校の設置者・学校・教育職員等）
●法制上の措置等について規定

禁止行為

理念・責務等

文部科学大臣は、基本指針を策定。

①教育職員等に対する啓発
②児童生徒等に対する啓発
③データベースの整備
④連絡協議会

①早期発見
②学校への通報、警察署への通報等
③専門家による調査
④被害児童生徒等の保護支援等
⑤教育職員等以外の学校で働く者の児童生徒性暴力等の対処

基本指針

基本的施策 防止等の措置

●児童生徒に性暴力等を行ったことにより免許状が失効した者については、その後の事情から再免
許を授与することが適当である場合に限り、再免許を授与することができる。
※児童生徒性暴力等を行ったことで免許失効等となった者は、現行の教職員免許法の欠格期間経
過後、上記の厳しいルールに基づき再免許授与の可否を判断。

再免許の特例

関
係
大
臣
に
申
入
れ
を
し
た
提
言（
抜
粋
）

自
公「
わ
い
せ
つ
教
員
根
絶
立
法
検
討
W
T
」

　
　
　
　
　
　
　
　（
共
同
座
長
：
馳
浩
・
浮
島
智
子
）

超
党
派「
共
同
養
育
支
援
議
連
」

　
　
　
　
　
　
　  （
会
長
：
馳
浩
）

わ
い
せ
つ
行
為
で
懲
戒
免
職
と
な
っ
た
教
員
は

再
犯
率
も
高
く
教
員
免
許
状
の

再
取
得
が
で
き
な
い
よ
う
に

す
べ
き
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、再
取
得
の
禁
止
は

「
職
業
選
択
の
自
由
」

に
か
か
わ
る
。

提言

ひ
き
こ
も
り
支
援
施
策
の

更
な
る
展
開

過
去
と
未
来
も
俯
瞰
し
た

息
の
長
い
支
援
の
充
実

基
礎
自
治
体
に
お
け
る
先
進
的
、精
力
的
な
取
組
の
全
国
へ
の
横
展

開
を
念
頭
に
、以
下
の
点
に
主
眼
を
置
い
て
取
決
め
を
進
め
る
べ
き
。

〇
基
礎
自
治
体
に
お
け
る
相
談
窓
口
の
早
期
設
置

〇
基
礎
自
治
体
に
お
け
る
官
民
が
連
携
し
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

　
に
よ
る
取
組
の
一
層
の
推
進（
当
事
者
会
や
家
族
会
の
参
画
促
進
）

〇
支
援
に
繋
が
る
た
め
の
多
様
な
ア
ク
セ
ス
の
構
築（
支
援
が
必
要
な

　
者
へ
の
ア
プ
ロ
―
チ
手
法
や
相
談
窓
口
の
敷
居
を
低
く
す
る
方
策
）

〇
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援
の
よ
り
強
力
な
推
進
。

〇
就
労
だ
け
を
ゴ
ー
ル
と
し
な
い
多
様
な
支
援
の
選
択
肢
の
中
心
と

　
な
る「
居
場
所
づ
く
り
」の
推
進（
身
近
な
地
域
に
お
け
る
居
場
所

　
の
設
置
）

〇
多
様
な
働
き
方
を
可
能
と
す
る
選
択
肢
の
提
示（
業
務
の
切
り
出
し

　
等
に
よ
る
当
事
者
の
個
々
の
状
況
に
合
っ
た
働
き
方
の
創
出
）

〇
デ
ジ
タ
ル
を
活
か
し
た
活
躍
の
場
の
提
供
や
農
業
と
の
連
携
等
の

　
多
様
な
就
業
機
会
の
創
出

過
去
に
目
を
向
け
れ
ば
、不
登
校・い
じ
め
の
被
害
を
経
験・職
場
で

の
挫
折
を
経
験
、未
来
に
目
を
向
け
れ
ば
、い
わ
ゆ
る「
8
0
5
0

世
帯
」な
ど
の
貧
困
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。こ
れ
を
踏
ま
え
、

以
下
の
点
に
つ
い
て
取
組
を
進
め
る
。

〇
ひ
き
こ
も
り
状
態
に
な
っ
た
き
っ
か
け
に
着
目
し
た
支
援
の
検
討

〇
不
登
校・い
じ
め・虐
待
対
策
の
推
進

〇
現
存
す
る
制
度
や
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
な
者
に
必
ず
し
も
行
き
届
い

　
て
い
な
い
状
況
の
改
善（
障
害
年
金
等
）

国
民
の
意
識
醸
成

良
質
な
支
援
者
の
育
成
と

支
援
手
法
の
開
発

当
事
者
や
ご
家
族
か
ら
の
切
実
な
声
は
、心
情
を
理
解

し
た
上
で
寄
り
添
う
支
援
が
で
き
る
良
質
な
支
援
者
の

存
在
で
あ
る
。

以
下
の
点
に
つ
い
て
取
組
を
進
め
る
べ
き
。

〇
支
援
者
の
研
修
機
会
の
確
保（
当
事
者
や
ご
家
族
の

　
心
情
を
理
解
で
き
る
支
援
者
の
養
成
）

〇
社
会
福
祉
士
、精
神
保
健
福
祉
士
、公
認
心
理
師
等
の

　
専
門
職
が
活
躍
で
き
る
環
境
づ
く
り

〇
効
果
的
な
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援
手
法
の
研
究

そ
の
他

ひ
き
こ
も
り
に
対
す
る
偏
見
を
取
り
除
き
、国
民
が
互
い

の
多
様
性
を
認
め
合
い
、一
人
ひ
と
り
が
、自
身
の
幸
福
感

や
や
り
が
い
、生
き
が
い
、安
心
感
を
持
っ
て
人
生
を
過
ご

せ
る
土
壌
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

〇
効
果
的
な
広
報
や
啓
発
の
実
施

〇
先
進
的・精
力
的
に
取
り
組
む
自
治
体
の
横
の
繋
が
り
の

　
強
化（
全
国
市
長
会
等
へ
の
働
き
掛
け
）

〇
ひ
き
こ
も
り
政
策
そ
の
も
の
を
推
進
す
る
た
め
の

　
基
本
法
の
制
度

■
離
婚
時
の
養
育
費
の
支
払
い
を
含
む
共
同
養
育
に
関
す
る
取
り
決
め
に
つ
い
て

　
民
法
七
六
六
条
に
も
あ
る
よ
う
に
、
未
成
年
者
の
子
ど
も
に
と
っ
て
、
養
育
費
の
支
払
い
と
面
会
交
流
は
、
ど
ち
ら
も
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
面
会
交
流
は
、
我
が
国
も
批
准
し
た
児
童
権
利
条
約
九
条
３
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
我
々
は
、
協
議
離
婚
に
つ

　
き
未
成
年
者
の
子
ど
も
が
置
か
れ
た
我
が
国
の
現
状
を
強
く
憂
え
、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
の
た
め
に
協
議
離
婚
が
最
小
限
ル
ー
ル
化
さ
れ
て
も

　
や
む
を
得
な
い
と
価
値
判
断
し
、
以
下
の
提
言
を
す
る
。

■
未
成
年
者
の
子
ど
も
が
い
る
離
婚
の
場
合
、養
育
費
の
支
払
い
と
面
会
交
流
の
双
方
を
内
容
と
す
る
共
同
養
育
に
関
す
る
取
り

　
決
め
を
原
則
義
務
化（
協
議
離
婚
成
立
の
要
件
と
）す
る
。

　
D
V
等
が
公
的
機
関
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
場
合
に
は
養
育
費
の
事
前
取
り
決
め
が
免
除
さ
れ
る
点
は
強
く
賛
同
す
る
。
し
か
し
話
合
い

　
が
で
き
な
い
状
態
に
し
た
有
責
配
偶
者
や
、
監
護
権
確
保
を
目
的
に
連
れ
去
り
を
し
た
配
偶
者
等
に
「
セ
ー
フ
テ
ィ
養
育
費
額
」
制
度     

　
（
※
）が
適
用
さ
れ
る
の
は
公
正
・
公
平
性
に
著
し
く
欠
け
、
不
当
な
連
れ
去
り
を
既
成
事
業
化
す
る
懸
念
が
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て

■
D
V
等
以
外
の
事
情
に
よ
る
共
同
養
育
に
関
す
る
事
前
取
り
決
め
の
免
除
は
、
公
正
・
公
平
性
を
踏
ま
え
て
の
極
め
て
慎
重
な

　
取
り
扱
い
が
求
め
ら
れ
る
。
養
育
費
の
支
払
い
、
安
定
し
た
面
会
交
流
の
実
現
の
た
め
公
的
相
談
・
支
援
体
制
の
強
化
を
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
令
和
二
年
六
月
二
五
日　
　
　
　
　
　
共
同
養
育
支
援
議
員
連
盟
役
員
一
同     

　
＊
D
V
等
が
あ
る
と
公
的
判
断
が
な
さ
れ
れ
ば
、
例
外
的
に
養
育
費
の
事
前
取
り
決
め
を
免
除
す
る
が
、
同
時
に
自
動
的
に
定
ま
る
保
障
額
の

　
　
養
育
費
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
。

■
安
全
・
安
心
な
面
会
交
流
の
確
保
・
充
実
に
向
け
た
対
応
等
を
求
め
る
緊
急
提
言

　

本
年
二
月
十
日
、
上
川
法
務
大
臣
が
、
離
婚
お
よ
び
こ
れ
に
関
連
す
る
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
、
法
制
審
議
会
に
諮
問
し
た
。

■
法
制
審
議
会
に
お
い
て
は
、
養
育
費
の
支
払
い
確
保
だ
け
検
討
し
た
り
、
答
申
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
車
の
両
輪
で

　
あ
る
養
育
費
の
支
払
い
と
親
子
交
流
の
双
方
に
つ
い
て
、
足
並
み
を
揃
え
て
検
討
・
答
申
す
る
こ
と
。

　
法
制
審
議
会
に
お
い
て
、
離
婚
後
の
共
同
親
権
制
度
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
。

　
「
面
会
交
流
」と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、親
と
子
が
継
続
的
に
会
う
こ
と
を
表
す
用
語
と
し
て
必
ず
し
も
ふ
さ
わ
し
く
は
な
い
。そ
こ
で
法
制
審

　
議
会
へ
の
諮
問
を
機
に
、よ
り
理
解
し
や
す
く
、親
と
子
の
精
神
的
な
つ
な
が
り・絆
を
表
す
用
語
を
使
う
べ
き
で
あ
り
、以
下
を
提
言
す
る
。

■「
面
会
交
流
」を「
親
子
交
流
」と
表
す
こ
と
。な
お
当
面
カ
ッ
コ
書
き
を
付
加
し
て（
民
法・面
会
交
流
）と
す
る
等
の
工
夫
も
あ
り
え
る
。

　
法
制
審
議
会
で
は
民
事
法
の
見
直
し
が
検
討
さ
れ
る
が
、
制
度
面
だ
け
で
な
く
運
用
面
の
改
善
も
並
行
し
て
進
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

■
親
子
交
流
支
援
の
実
態
調
査
や
、
現
行
の
支
援
事
業
の
抜
本
的
拡
充
な
ど
、
民
間
の
親
子
交
流
支
援
機
関
の
展
開
・
充
実
に
、
早
急
に
取
り
組
む
こ
と
。

提
言
書
骨
子

ひ
き
こ
も
り
状
態
に
あ
る
者

54
万
1
千
人

15
〜
39
歳

61
万
3
千
人

40
〜
64
歳

自民党機関紙「自由民主」（毎週）に必ず掲載される「ひきこもり」PT※（座長：馳浩）


